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令和８年度川崎市総合就職サポート事業・就労準備支援事業 業務委託募集要項 

 

１ 事業の趣旨・目的  

総合就職サポート事業、就労準備支援事業ともに、生活保護受給者及び生活困窮者を対

象とし、自立に向けた支援を実施しています。総合就職サポート事業では、キャリアカウ

ンセリングや対象者向けの求人開拓等の支援により、就労を促進し、経済的・社会的自立

を促すことを目的として実施しています。生活習慣に課題を有する者や過去の挫折経験に

より自己肯定感を喪失している者、就労意欲が低い者など、直ちに稼働能力の活用が困難

な者については、就労準備支援事業にて、生活リズムの改善や自己肯定感の回復、就労意

欲の喚起等の支援を行い、就職活動のスタートラインに立つことを目的として実施してい

ます。就労準備支援事業から総合就職サポート事業へのステップアップがスムーズに行わ

れるよう、契約を一本化し、同一の法人に委託し実施します。 
事業の実施にあたり、受注者は福祉事務所（市内７か所）及び自立相談支援機関のほ

か、川崎市若者生活・就労自立支援事業の受注者その他関係機関と連携し、支援対象者に

対する切れ目のない支援の実施に努めるものとします。 
令和８年度の事業実施にあたり、適切な運営が確保できると認められる法人に委託して

実施するため、次のとおり公募型プロポーザル方式で受託法人の選考を行います。 
 

２ 公募に関する事項  

（１）業務の名称 

  川崎市総合就職サポート事業・就労準備支援事業業務委託 

（２）業務内容 

  川崎市総合就職サポート事業・就労準備支援事業業務委託仕様書に基づく川崎市総合就

職サポート事業・就労準備支援事業の実施 

（３）契約予定期間 

  契約締結日から令和９年３月３１日 

（４）業務委託上限額 

  １２３，６４１，１００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

  （内訳）総合就職サポート事業 

        生活保護受給者分  ６５，２１６，８００円 

        生活困窮者分    ３２，６０８，４００円 

      就労準備支援事業 

        生活保護受給者分  １７，２１０，６００円 

        生活困窮者分     ８，６０５，３００円 

（５）契約方法 

  公募型プロポーザル方式による随意契約 

（６）担当部署（問い合わせ先・書類送付先） 

 〒210‐8577 川崎市川崎区宮本町１番地 
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 川崎市健康福祉局生活保護・自立支援室 自立支援担当・生活困窮者支援担当 
 電子メール 40hogo@city.kawasaki.jp 

    電話 044‐200‐3571・044‐200‐0309  / FAX 044‐200‐3929 
（７）提案資格 

  次に掲げる要件の全てを満たし、本事業を的確に遂行する能力を有する者とします。 

なお、共同企業体で応募する場合には、提案資格を満たす法人で構成されていることを

要します。 

  ア 法人格を有すること。 

  イ 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

  ウ 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。 

  エ 令和７・８年度競争入札参加資格の申請を行っており、令和７・８年度川崎市業務

委託有資格業者名簿に業種「99 その他業務」種目「99 その他」で登録が予定されて

いる者であること。ただし、受託の決定にあたっては実際に登録されていることを要

します。 

  オ 川崎市暴力団排除条例（平成２４年川崎市条例第５号）第７条に規定する暴力団員

等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有さない者であること。 

  カ 神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号）第２３条第１項又は

第２項の規定に違反しない者であること。 

  キ 法人又はその代表者が市税を滞納していないこと。 

  ク 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立

てがなされている者でないこと。 

３ 選考スケジュール  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）企画提案に関する質問 

  ア 質問方法 

   質問書（別紙４）を電子メールで送信してください。 

   ※送信後に担当部署に到達したことを確認してください。 

  イ 受付期限    

令和８年１月 ７日（水）    公募の告知 

 令和８年１月１３日（火）正午  質問書の受付期限 

 令和８年１月１９日（月）正午  参加意向申出書の提出締切 

 令和８年１月２７日（火）正午  企画提案書の受付期限 

 令和８年２月 ３日（火）午前  委託法人選考委員会 

 令和８年３月上旬        選考結果通知 

 令和８年４月 １日（水）    契約締結 

 ※詳細は下記の（１）～（３）をご確認ください。 
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令和８年１月１３日（火）正午必着 

  ウ 回答方法 

   川崎市ホームページ（本委託業務の募集ページ）に掲載します。 

（２）参加意向申出 

  ア 提出書類 

  ① 参加意向申出書（別紙１） 
  ② 誓約書（別紙２） 
 イ 提出方法 

  郵送または電子メールで提出してください。 
  ※郵送の場合は、簡易書留等の配達記録が残る方法で、２（６）の書類送付先にお送り

ください。 
  ※電子メールで提出する場合は、代表者印の押印のあるもののスキャンデータを送信

し、送信後に担当部署に到達したことを確認してください。また、原本を後日郵送し

てください。 
 ウ 提出期限 

   令和８年１月１９日（月）必着 

エ 参加資格確認通知 

   提出書類により資格要件に関する審査を行い、参加資格確認通知を電子メールで送付

し、原本は後日郵送します。 
（３）企画提案書の提出 

  ア 提出書類【PDF データで提出】 

    下記の①から⑤までの全てを１ファイルの PDF 形式で提出してください。 

※選考委員会での企画提案は、御提出いただいた企画提案書をモニターに映写して

プレゼンテーションを行っていただきます。映写は川崎市のＰＣで行いますので、持

参していただく必要はありません。 

① 企画提案書（任意様式） 

    Ａ４横版・横書きとし、表紙・目次を除き３０頁以内で作成してください。 
    概念図やフロー図などを活用し、わかりやすい表現となるよう留意してください。 

   「４ 企画提案に関する事項」の順に沿って提案内容を記載してください。 
  ② 概算見積書（自由形式） 

    事業全体の見積書と内訳を提出してください。内訳については、総合就職サポート

事業生活保護受給者分・生活困窮者分、就労準備支援事業生活保護受給者分・生活困

窮者分の４つそれぞれについて示してください。 

  ③ 提案者概要 
  ④ 業務実施体制（組織体制、実施責任者、担当者、関連資格等を記載） 
  ⑤ 類似業務の実績（他自治体での実績を含む。） 
 イ 提出方法 

  電子メールで提出してください。法人の規定で電子メールでの提出が難しい場合は、
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市のオンラインストレージを利用可能ですので、事前に御相談ください。 

  送信先アドレス：40hogo@city.kawasaki.jp 

 ウ 提出期限 

   令和８年１月２７日（火）正午必着 

 

４ 企画提案に関する事項  

  川崎市総合就職サポート事業・就労準備支援事業業務委託仕様書を基に、次の各号につ

いて提案してください。なお、提案内容については、必要と認められる範囲で仕様書に反

映し、運営業務の中で取り組んでいただきます。 

 

（１）就労支援事業について（２５点） 

  ・本事業における事業者の役割について、本事業の趣旨を踏まえて述べること。 

・これまで事業者が行った類似の事業を踏まえ、支援実施にあたり、どのような課題があ

り、当該課題に対してどのような対策・工夫が考えられるか、利用者の特性も踏まえなが

ら具体的取組について述べること。 

・次の（ア）から（オ）の項目について生活保護受給者、生活困窮者それぞれに目標値を設

定し、目標達成に向けた取組について、仕様書を踏まえて具体的に述べること。 

（ア）支援対象者数 

（イ）就労開始者数 

（ウ）就職決定率 

（エ）求人開拓数 

（オ）就職後定着率（３か月） 

（２）就労準備支援事業について（１５点） 

   ・これまで事業者が行った類似の事業を踏まえ、支援実施にあたり、どのような課題があ

り、当該課題に対してどのような対策・工夫が考えられるか、具体的取組について述べる

こと。 

・仕様書に挙げる個別支援計画や評価についてそれぞれの様式（案）を示し、計画や評価の

手法や福祉事務所等への報告方法等について具体的に示すこと。 

※様式（案）については企画提案書のページ数に含まないものとします。 

・次の（ア）から（エ）の項目について目標値を設定し、目標達成に向けた取組について、

仕様書を踏まえて具体的に述べること。 

（ア） プログラム参加者数 ※研修プログラムへの導入のために実施する短期プログラム

等のみへの参加者数は含まないものとします。 

（イ）プログラム修了者数 

※プログラム修了の基準（出席率、達成水準など）も示してください。ただし、プロ

グラムに特定期間が設けられておらず、修了の定義がない場合は設定不要とします。 

（ウ）就労支援への移行者数 

※生活保護受給者については生活保護受給者就労自立促進事業（ハローワークと福祉

mailto:40hogo@city.kawasaki.jp
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事務所の連携による就労支援）及び川崎市総合就職サポート事業への移行人数の合

計、生活困窮者については自立相談支援機関による就労支援及び川崎市総合就職サポ

ート事業への移行人数の合計とします。  

（エ）就労決定者数 

（３）実施拠点及びアウトリーチについてについて（１５点） 

・実施拠点について、通いやすさ、広さ、設備、環境等を踏まえて提案すること。 

・居住地域に関わらず支援対象者が参加機会を得られるようにするための方策を提案するこ

と。 

（４）関係機関等との連携について（１５点） 

  ・就労準備支援事業や川崎市若者生活・就労支援事業等の利用者が総合就職サポート事業で

の支援に移行する場合の体制について提案すること。 

  ・福祉事務所等の関係機関に対して、本事業の理解を深め、円滑な連携体制を構築するため

の方策について提案すること。 

  ・福祉事務所等の関係機関との連携について、課題を挙げた上で対策について提案するこ

と。 

（５）会社概要及び受託実績について（５点） 

  ・会社概要及び生活保護受給者・生活困窮者に対する就労支援及び就労準備支援の過去の実

績（5年以内）を示すこと。 

（６）業務従事者の配置について（１０点） 

  ・業務従事者の配置体制及び配置予定の者の経験や資格、従事者の質の向上に係る方策につ

いて述べること 

（７）安全管理について（１０点） 

  ・緊急対応や個人情報の管理手法について述べること 

  ・施設利用時の日常的安全管理や感染症予防対策など、利用者及び従事者の安全確保につい

て述べること 

  ・事業者のコンプライアンスの考え方や取組を示すとともに、事故発生時の管理体制につい

て述べること 

   ※過去に実例がある場合は当該事案を踏まえた再発防止策を示すこと 

（８）予算見積りについて（５点） 

   受託事業の見積りを示すこと。その際には、本事業で雇用する者の人件費について示すと

ともに、執行体制とのバランスに考慮すること。 

 

５ 選考に関する事項  

（１）選考委員 

・健康福祉局生活保護・自立支援室長 

・健康福祉局生活保護・自立支援室担当課長（自立支援） 

・健康福祉局長寿社会部長 

・健康福祉局障害保健福祉部長 
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・経済労働局労働雇用部長 

・区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）所長又は副所長又は担当

部長（生活保護担当）が配置されている場合は同担当部長のいずれか１名 

（２）選考方法 

・提出された書類をもとに委託法人選考委員会を行い、その選考委員の採点の最高得点

事業者を受託予定者として選定します。なお、得点数は、選考委員の合計点で決定しま

す。 

・上記において同点の場合は、経費見積額が低い事業者を受託予定者とします。 

・上記においてなお決しない場合は、選考委員の審議により受託予定者を決定し ます。 

・提案事業者が１者の場合は、基準点（総合計点の６０％）を満たしたとき、受託予定者

とします。 

・審査結果は、書面で通知します。 

 

６ その他留意事項  

（１）手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は円とします。 
（２）応募者が次の事由のいずれかに該当するときは、当該契約に係る提案を行うことがで

きないものとし、既に提出された提案書は無効となります。 
ア 提案資格を満たさないこととなった場合 
イ 参加意向申出書及び企画提案書等に虚偽の記載がある場合 

 ウ 参加意向申出書及び企画提案書が提出期限内に提出されなかった場合 
 エ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

（３）提出書類について内容の変更、又は書類の追加はできません。ただし、疑義等があ

り、本市が補正を求めた場合、又は補足書類の提出を求めた場合は、この限りではあり

ません。 
（４）応募に要する費用は応募者の負担とします。 
（５）提出された企画提案書は、川崎市公文書管理規則等の規定に基づき、一定期間保存し

ます。なお、企画提案書について川崎市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、

当該企画提案書を提出した事業者に対して、同条例第１３条に基づき意見書の提出を求

めた上で、開示する範囲を決定します。 
（６）応募書類を提出した後に辞退する場合は、辞退届（別紙３）を提出してください。 
（７）本事業の契約には契約書の作成を要します。 
（８）受託予定者決定の効果は、川崎市議会定例会における、本事業委託に係る予算の議決

（令和８年３月頃）を要します。 


